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告告 示示

宮崎県告示第 274号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための居宅介護を担当させる機関を次のとおり指定した。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成25年

４月１日

延岡市大貫

町２丁目30

27番地３

延岡すずら

ん薬局

延岡市大貫

町４丁目13

38番地３

有限会社季

彰

平成25年

１月１日

串間市大字

都井字宮ノ

前2181－３

つぼみ薬局串間市大字

市木2025番

地

株式会社

ジーシー

平成25年

２月１日

都城市神之

山町1927番

地７

デイサービ

ス神之小町

都城市上川

東４丁目７

号３番地

合同会社み

らい

平成25年

３月１日

都城市吉之

元町5262－

25

エリシオン

霧島 訪問

介護事業所

都城市吉之

元町5262－

25

株式会社エ

リシオン宮

崎

平成25年

３月１日

都城市丸谷

町1005番地

デイサービ

スすみれ

都城市都北

町5134番地

３

有限会社フ

ァイ企画

平成25年都城市梅北皆福デイサ宮崎市花殿株式会社医

３月12日町4391番地

２

ービス・梅

北

町３番16号療介護支援

センター

平成25年

４月１日

都城市太郎

坊町2001番

地１

デイサービ

ス サルビ

ア

都城市小松

原町10号６

番地 都城

N．Sプラザ

ビル

株式会社ハ

ンドイン

平成25年

４月１日

日南市大字

平野1498番

地８

デイサービ

スセンター

心の里

日南市大字

平野1498番

地８

株式会社心

の里

平成24年

９月１日

小林市本町

94

三和ケアサ

ービス

小林市本町

94

三和交通株

式会社

平成25年

３月１日

小林市水流

迫 569番地

13

デイサービ

スセンター

悠・水流迫

小林市東方

1407番地１

株式会社悠

平成24年

12月１日

北諸県郡三

股町稗田47

－５

通所介護い

きいき

北諸県郡三

股町稗田47

－５

医療法人社

団白水会

平成25年

４月１日

小林市細野

2283－３

グループホ

ームいろは

小林市細野

2283－３

株式会社イ

ンテント

宮崎県告示第 275号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための居宅介護支援計画の作成を担当させる機関を次のとおり

指定した。
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なお、関係図面は、平成25年４月22日から平成25年５月６日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 278号

建築基準法（昭和25年法律第 201号）第42条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 279号

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11

条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更

の届出があった。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 276号

森林病害虫等防除法（昭和25年法律第53号）第５条第１項の規定

により、次のとおり森林病害虫等の駆除を命ずるので、同条第４項

において準用する同法第３条第５項の規定により、当該命令に係る

事項を次のように公表する。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 区域及び期間

茨 区域

宮崎市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市及びえび

の市並びに児湯郡高鍋町及び新富町、東臼杵郡門川町に存する

松林の区域のうち次のとおりとする。

（「次のとおり」は省略し、その関係書類を、宮崎県環境森

林部自然環境課並びに宮崎市、延岡市、日南市、小林市、日向

市、串間市及びえびの市の市役所並びに児湯郡高鍋町及び新富

町、東臼杵郡門川町の役場に備え置いて縦覧に供する。）

芋 期間

平成25年５月13日から平成25年７月12日まで

２ 森林病害虫等の種類

松くい虫

３ 行うべき措置の内容

松くい虫の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木を所有し

又は管理する者は、次の各号に掲げる措置のいずれかを行うこと

。

茨 当該樹木に、航空機を利用して行う薬剤による防除を実施す

ること。

芋 当該樹木に、地上からの薬剤による防除を実施すること。

４ 命令をしようとする理由

１茨に掲げる区域において松くい虫による被害が発生しており

、３に掲げる措置を行わなければ松くい虫による被害が異常にま

ん延し、当該区域及びその周辺の松林に重大な被害を与えるおそ

れがあるため。

５ その他必要な事項

３に掲げる措置については、森林害虫防除員の指示に従うこと

。

宮崎県告示第 277号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成25年４月24日西臼杵郡日

之影町大字

岩井川字飯

干 972番３

地先から同

郡同町同大

字字十二町

1039番24地

先まで

向山日

之影線

県道205

指 定

年月日

道路の概要

（メートル）位 置
申請者

氏 名

指定

番号
延長幅員

平成25

年４月

３日

58．904．01

～6．

07

小林市水流迫字上

ノ薗 555番16の一

部、 555番17の一

部、 556番７、 5

55番16地先市道の

一部

上田輝男（小林）

25－１

変 更

年 月 日

変 更 後変 更 前

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

平成25年

４月１日

一般社団法

人宮崎県養

鶏協会

宮崎市広島

１丁目13－

10

社団法人宮

崎県養鶏協

会

宮崎市広島

１丁目13－

10

公公 告告

指 定

年月日

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成25年

３月８日

都城市高崎

町江平2348

－10

ケアプラン

弥埜

都城市高崎

町江平2327

番地６

株式会社か

いご弥埜

平成25年

４月２日

都城市志比

田町4717番

地１

指定居宅介

護支援事業

所あさひ

都城市志比

田町4717番

地１

株式会社あ

さひ
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、鵜毛・籾木土地改良区（日向市）の役員の就任及び退任について

次のとおり届出があった。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

（任期：平成29年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役名

日向市大字平岩4069番地 110松 葉 他 人理 事 長

日向市大字平岩3216番地川 野 国 敏副 理 事

日向市大字平岩4553番地の１松 葉 勇 光副 理 事

日向市大字平岩4605番地２黒 木 和 男会計担当

理 事

日向市大字平岩4550番地のイ松 葉 高 美理 事

日向市大字平岩4520番い号地松 葉 益 夫理 事

日向市大字平岩4929番地新 名 正 文理 事

日向市大字平岩3211番地３溝 口 秀 樹理 事

日向市大字平岩 257番地安 藤 久 三理 事

日向市大字平岩3160番地川 野 榮理 事

日向市大字平岩1581番地１甲 斐 光 幸理 事

日向市大字平岩4506番地３糸 平 正 志監 事

日向市大字平岩3241番地黒 木 寶監 事

住 所氏 名役名

日向市大字平岩4069番地 110松 葉 他 人理 事 長

日向市大字平岩3216番地川 野 国 敏副 理 事

日向市大字平岩4553番地の１松 葉 勇 光副 理 事

日向市大字平岩4605番地２黒 木 和 男会計担当

理 事

日向市大字平岩4550番地のイ松 葉 高 美理 事

日向市大字平岩4520番い号地松 葉 益 夫理 事

日向市大字平岩4929番地新 名 正 文理 事

日向市大字平岩3211番地３溝 口 秀 樹理 事

日向市大字平岩 257番地安 藤 久 三理 事

日向市大字平岩3160番地川 野 榮理 事

日向市大字平岩1581番地１甲 斐 光 幸理 事

日向市大字平岩4506番地３糸 平 正 志監 事

日向市大字平岩3241番地黒 木 寶監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、一ツ瀬川土地改良区（西都市）の役員の退任について次のとおり

届出があった。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 退任した役員

次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律

第35号）第56条第７項の規定により、検査した収去飼料等の試験結

果の概要を次のとおり公表する。

平成25年４月22日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 安全性に関する検査

該当なし

２ 栄養成分に関する検査

茨 平成24年度下半期に検査を行ったもの

住 所氏 名役名

新富町大字日置1566番地大 坪 鉄 夫理 事

完了年月日事 業 名市町村名地区名

平成25年３月28日経営体育成基盤整備事

業

小 林 市

高 原 町

山 中

平成25年３月29日経営体育成基盤整備事

業

小林市牟田原
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注１ 試験結果の概要の欄には、試験した検査項目ごとにその分析結果を記載してある。

２ 試験結果の概要の欄の略号は、次のとおりである。ＴＤＮ：可消化養分総量、ＭＥ：代謝エネルギー。

違
反
の
内
容

試験結果の概要
製造

（輸入）

年月

飼料の

名称

収去

場所

製造事業場等の

名称及び所在地
その他
の分析
項目

ME
（kcal/
kg)

ＴＤ
Ｎ
（%)

りん

（%)

ｶﾙｼｳﾑ

（%)

粗灰
分
（%)

粗繊
維
（%)

粗脂
肪
（%)

粗たん
白質
（%）

水分

（%)

－－1．160．226．910．51．119．429．1平成24
年10月

焼酎粕混合
飼料

同左株式会社正春酒造
西都市

－－0．120．020．60．40．64．489．3平成24
年10月

焼酎粕発酵
飼料

同左株式会社延岡地区有機肥料
センター
延岡市

－－0．060．030．40．20．53．093．4平成24
年10月

焼酎粕発酵
飼料

同左高千穂酒造株式会社
西臼杵郡高千穂町

－－0．040．090．80．30．61．593．0平成24
年10月

焼酎粕発酵
飼料

同左姫泉酒造合資会社
西臼杵郡日之影町

－－0．310．394．310．02．49．430．7平成24
年11月

肉用牛肥育
用混合飼料

同左有限会社桑畑農業研究会飼
料工場
児湯郡木城町
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